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インフラメンテナンスや国土強靱化の
推進について

資料３

高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、
今後２０年で建設後５０年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる。
※施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況等によって異なるが、

ここでは便宜的に建設後５０年で整理。

≪建設後５０年以上経過する社会資本の割合≫

Ｈ２５年３月 Ｈ３５年３月 Ｈ４５年３月

道路橋
［約４０万橋注1）（橋長２ｍ以上の橋約７０万のうち）］

約１８％ 約４３％ 約６７％

トンネル
［約１万本注2）］

約２０％ 約３４％ 約５０％

河川管理施設（水門等）
［約１万施設注3）］

約２５％ 約４３％ 約６４％

下水道管きょ
［総延長：約４５万ｋｍ注4）］

約２％ 約９％ 約２４％

港湾岸壁
［約５千施設注5）（水深－４．５ｍ以深）］

約８％ 約３２％ 約５８％

注１） 建設年度不明橋梁の約３０万橋については、割合の算出にあたり除いている。
注２） 建設年度不明トンネルの約２５０本については、割合の算出にあたり除いている。
注３） 国管理の施設のみ。建設年度が不明な約１，０００施設を含む。（ ５０年以内に整備された施設については概ね記録が存在していることから、建設年度

が不明な施設は約５０年以上経過した施設として整理している。）
注４） 建設年度が不明な約１万５千ｋｍを含む。（３０年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は約３０

年以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し、計上している。）
注５） 建設年度不明岸壁の約１００施設については、割合の算出にあたり除いている。

社会資本の老朽化の現状
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インフラ長寿命化基本計画
（国）

○インフラの長寿命化に関する基本方針
・目標とロードマップ
・基本的な考え方
・インフラ長寿命化計画の基本的事項
・必要施策の方向性
・国と地方の役割
・産学界の役割 等

○基本計画の目標達成に向けた行動計画
・対象施設
・計画期間
・所管インフラの現状と課題
・中長期的な維持管理・更新コストの見通し
・必要施策の具体的な取組内容と工程
・フォローアップ計画
※施設特性に応じて必要施策を具体化

○施設の状態に応じた詳細な点検・修繕・更新の計画

インフラ長寿命化計画
（自治体レベルの全分野）

道路 河川 公共建築物 道路 河川

※省庁毎に策定 ※自治体毎に策定

インフラ長寿命化に向けた計画の体系

公共建築物

H25.11 関係省庁連絡会議決定

H26. 5.21 国土交通省決定
H26. 8.19 農林水産省決定
H27. 1.  8 法 務 省決定
H27. 3.19 警 察 庁決定
H27. 3.31 経済産業省決定
H27 .3.31 厚生労働省決定
H27. 3.31 文部科学省決定
H27.10. 1 防 衛 省決定
H28. 2.  4 内 閣 府決定
H28. 3.25 外 務 省決定
H28. 3.31 環 境 省決定
H28. 3.31 財 務 省決定
H28. 3.31 総 務 省決定

公共施設等
総合管理計画

インフラ長寿命化計画
（国の全分野）

（個別施設計画）

（行動計画）

（平成28年度末
までに策定）

（平成32年度末 までに策定）

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（H26.4.22 総務省）

第一 総合管理計画に記載すべき事項

以下の項目について所要の検討を行い、その検討結果を総合管理計画に記載することが

適当である。

一 公共施設等の現況及び将来の見通し

以下の項目をはじめ、公共施設等及び当該団体を取り巻く現状や将来にわたる見通し・

課題を客観的に把握・分析すること。なお、これらの把握・分析は、公共施設等全体を対

象とするとともに、その期間は、できるかぎり長期間であることが望ましいこと。

（１）老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況

（２）総人口や年代別人口についての今後の見通し（30 年程度が望ましい）

（３）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれらの経

費に充当可能な財源の見込み等
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平成２９年 経済財政諮問会議における議論

<資料3－1> 生産性の高い社会資本整備実現に向けて（有識者議員提出資料）より抜粋

２． データを利活用したインフラ維持管理の適正化

●現在、インフラに関するデータ整備は各省庁所管別に進められているが、民間投資の促進や防災、維

持管理の効率化等の観点から、面・空間で標準化された形で利活用できるようにすべき。 ＩＴ本部・イン

フラ関連府省、自治体が連携してデータベースの標準化・データ蓄積の仕組みを構築すべき。

●インフラ維持管理・更新・マネジメントに関する新たな研究開発も各府省で急速に拡大しているが、総合

科学技術・イノベーション会議は、政府横断的な視点で事業と予算の関係整理・見える化・成果の横展

開を進めるべき。また、インフラメンテナンス国民会議等を活用し、実装を見据えた民間投資の誘発を

図るべき。

●各自治体が策定を進めている公共施設等総合管理計画では、将来にわたる維持管理・更新費の自治

体間比較が困難。民間ノウハウ等も活用し、自治体ごとの将来にわたるインフラ維持管理・更新費の

見える化を推進すべき。

第６回 経済財政諮問会議（H29.4.25)

今後の課題

７．十分に活用されていないストックの効率的活用

（１）インフラマネジメントの生産性・効率性向上を図るデータプラットフォームの構築等の推進

（対応の方向）

・民間企業や大学等による試算を参考としつつ、公共施設等総合管理計画や個別施設計画に基づき

ライフサイクルコストを算出し、社会資本の維持管理更新費の「見える化」を進める。

第17回 経済・財政一体改革推進委員会（H29.4.28) <資料1－2> 国と地方のシステムＷＧにおいて示された今後の対応の方向等より抜粋
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6kh3x78n6sjp
タイプライターテキスト
神奈川県公共施設等総合管理計画

6kh3x78n6sjp
タイプライターテキスト
維持管理・更新費用と施設毎の内訳を把握可能
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〈都道府県〉 ※藤井調べ

ブロック 都道府県 策定日 事業量の記載

北海道 北海道 H27.3.17 △
青森県 策定中
岩手県 H28.2.8 △
宮城県 策定中
秋田県 H29.3.10 △
山形県 H28.3.24 △
福島県 策定中

茨城県 
※1※2 H29.2.24 △

栃木県 
※1 H28.2.17 △

群馬県 
※1 策定中

埼玉県 
※1 策定中

千葉県 
※1※2 H29.1.23 △

東京都 
※1※2 H28.1.20 △

神奈川県 
※1※2 策定中

新潟県 H28.3.22 ×
富山県 H28.3.31 △
石川県 H28.3.25 △
福井県 策定中

山梨県 
※1※2 H27.12.25 ×

長野県 
※1※2 H28.3.25 △

岐阜県 
※2 H27.3.19 △

静岡県 
※1※2 H27.4.16 △

愛知県 
※2 H27.8.24 △

三重県 
※2 H27.7.17 ×

滋賀県 
※2 H28.12.27 △

京都府 
※2 H28.11.11 △

大阪府 
※2 H28.3.30 △

兵庫県 
※2 H28.1.18 △

奈良県 
※2 H28.5.31 △

和歌山県 
※2 H27.9.11 △

鳥取県 H28.3.29 △
島根県 H28.3.30 ×

岡山県 
※2 H28.2.8 △

広島県 
※2 H28.3 △

山口県 
※2 H28.3.25 △

徳島県 
※2 H27.3.4 △

香川県 
※2 H27.12.15 △

愛媛県 
※2 H28.3.31 △

高知県 
※2 H27.8.14 ×

福岡県 
※2 H28.3.31 △

佐賀県 H27.11.25 △
長崎県 H27.12.24 △

熊本県 
※2 策定中

大分県 
※2 H27.11.16 ×

宮崎県 
※2 H28.12.16 △

鹿児島県 
※2 H28.3.31 △

沖縄 沖縄県 
※2 策定中

策定済： 38
策定中： 9

事業量の記載

0
32
6
38

※1 首都直下地震緊急対策区域として指定されている地域がある都県
※2 南海トラフ地震防災対策緊推進地域として指定されている地域がある都府県

○　全ての事業に記載
△　一部の事業に記載
×　全く記載無し

計

大分県地域強靱化計画

宮崎県国土強靱化地域計画

鹿児島県地域強靱化計画

愛媛県地域強靱化計画

高知県強靱化計画

福岡県地域強靱化計画

佐賀県国土強靱化地域計画
長崎県国土強靱化地域計画

岡山県国土強靱化地域計画

広島県強靱化地域計画

山口県国土強靱化地域計画

徳島県国土強靱化地域計画

香川県国土強靱化地域計画

兵庫県強靱化計画

奈良県国土強靱化地域計画

和歌山県国土強靱化計画

鳥取県国土強靱化地域計画
島根県国土強靱化計画

愛知県地域強靱化計画

三重県国土強靱化地域計画

滋賀県国土強靱化地域計画

京都府国土強靱化地域計画

大阪府強靱化地域計画

山梨県強靱化計画

長野県強靱化計画

岐阜県強靱化計画

静岡県国土強靱化地域計画

計画の名称

北海道強靱化計画

岩手県国土強靱化地域計画

千葉県国土強靱化地域計画

東京都国土強靱化地域計画

秋田県国土強靱化地域計画
事前防災及び減災等のための山形県強靱化計画

茨城県国土強靱化計画

栃木県国土強靱化地域計画

H29.4.14 自民・国土強靭化推進本部　　藤井聡内閣官房参与説明資料

東北

関東

中国

近畿

中部

関東

北陸

四国

九州

新潟県国土強靱化
富山県国土強靱化地域計画
石川県強靱化計画
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ブロック 政令市 策定日 事業量の記載

北海道 札幌市 H28.1.28 △
関東 川崎市 

※1 H28.3.23 ×

北陸 新潟市 H28.3.26 △
中部 名古屋市 

※2 H27.10.29 △

京都市 
※2 策定中

大阪市 
※2 H28.6.30 △

堺市 
※2 H29.2 △

神戸市 
※2 H28.10.31 △

中国 岡山市 
※2 策定中

九州 北九州市 
※2 策定中

策定済： 7
策定中： 3

事業量の記載

0
6
1
7

※1 首都直下地震緊急対策区域として指定されている市
※2 南海トラフ地震防災対策緊推進地域として指定されている市

このほか、策定（着手）が確認できない政令市は、仙台市、さいたま市
※1

、千葉市
※1

、横浜市
※1※2

、相模原

市
※1

、静岡市
※2

、浜松市
※2

、広島市
※2

、福岡市、熊本市（1０市）

大阪市強靱化地域計画

堺市国土強靱化地域計画

神戸市強靱化計画

○　全ての事業に記載
△　一部の事業に記載
×　全く記載無し

計

計画の名称

札幌市強靱化計画
川崎市国土強靱化地域計画

新潟市国土強靱化地域計画
名古屋市地域強靱化計画

〈政令市〉

近畿
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インフラメンテナンス国民会議（平成２８年１１月２８日設立）
設立の背景

■ インフラは豊かな国民生活、社会経済を支える基盤であり、急速にインフラ老朽化が進む中で施
設管理者は限られた予算の中で対応しなければならず、インフラメンテナンスを効率的、効果的に
行う体制を確保することが喫緊の課題

■ 豊かな国民生活を送る上でインフラメンテナンスは国民一人ひとりにとって重要であることから、
インフラメンテナンスに社会全体で取り組むパラダイムの転換が必要

目的 1. 革新的技術の発掘と社会実装

2. 企業等の連携の促進

3. 地方自治体への支援

4. インフラメンテナンスの理念の普及

5. インフラメンテナンスへの市民参画の推進

国民会議の性格

産官学民が連携するプラットフォーム

設立の
位置付け

■ 社会資本整備審議会･交通政策審議会技術分科会技術部会 提言（平成27年2月）
「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方策」

■ 日本再興戦略改訂2015-未来への投資・生産性革命-（平成27年6月30日閣議決定）

■ 日本再興戦略2016-第４次産業革命に向けて-（平成28年6月2日閣議決定）

■ 政務官勉強会 提言（平成28年7月29日）

準備状況
■ 意見交換会（平成27年11月～12月、平成28年4月）２回
■ 部会・フォーラム準備会（平成28年6月2日～9月29日）延べ11回

支援

組織体制

自治体支援

総 会

国（国土交通省および関係省庁）

企画部会

■ 会長

実行委員会

企画等

広報部会

インフラメンテナンスの理念
普及、国民会議の広報

自治体の課題解決、
自治体のニーズ・民間
企業等のノウハウの
情報交換

海外市場展開

オープンイノベーション
による異業種の連携
や技術の融合、マッチ
ング

革新的技術

公認フォーラム

技術者育成

地域における技術者
育成の活動を支援

市民参画

インフラやメンテナンス
への関わりを深める
ための実践活動を展開

近畿本部

近畿地方における
オープンイノベーシ
ョン推進・ボランテ
ィア仲介等

海外への情報発信や
海外展開案件形成

インフラメンテナンス大賞

有識者委員会

国民会議全体の運営

公認フォーラム

〈企業等内訳〉

国民会議 会員（平成２９年４月１８日時点）
５３８者（企業２９４、行政１３１、団体７４、個人３９）

建設業 102
建設コンサルタント・測量 64
プラント 9
水ビジネス 1
ICT 34
点検・センサー・設備 37
材料 24
保険 3
地図 2
NPO 8
研究機関 14 など

冨山 和彦
株式会社経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ

家田 仁
政策研究大学院大学 教授

■ 副会長

インフラメンテナンス国民会議の主な活動
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昨年12月20日に試行的に開催された「インフラメンテナンス国民会議」地方版フォーラム（中部）での討議など
を経て、５件のマッチングが成立。

インフラメンテナンス国民会議 現場試行のマッチング

マッチングの概要

（例）下水道本管内部からの取付け管調査

（平成29年3月16日時点）

○自治体：豊橋市（愛知県）
〇企業名：株式会社カンツール
○試行日時：2月15日（水）13：30～15：00
〇試行技術：ゲーターロボ

試行の概要

TVカメラシステムの説明

［自治体の課題・ニーズ］
◇下水管渠の破損は陥没などの事故に直結する。このため、中小口径の下水管渠の

調査診断の効率化・高度化が必要。とくに、不明な取付管を本管内部から調査する
技術を求めている。

［民間企業の技術シーズ］
◇下水道本管から取付管を調査するTVカメラシステムを紹介

TVカメラ本体

モニタ

取付管に挿入
されるカメラ

同システムで下水道の取付管を調査

試行の様子

同システムで取付管内部を確認

マンホールからTVカメラ本体を挿入

グループ討議の開催

○自治体等が包括的民間委託等の制度を運用する上での課題を明確化し、グループ討議等の実施に
より、自治体や民間企業等のノウハウの情報交換等を促進

平成29年2月21日 自治体支援フォーラム

〇場 所：富士ゼロックス株式会社お客様共創ラボラトリー

〇参加者：施設管理者 7団体 28名
その他参加企業・団体等 34団体 35名

グループ討議のイメージ

〇討議テーマ
①自治体における技術者育成
②建築物の劣化診断調査
③メンテナンスへの市民参画
④自治体における包括的民間委託の取組紹介

・自治体がメンテナンスに係る課題（テーマ）を提示し、それらの課題（テーマ）に対し、他の自治体の経験
や民間企業等のノウハウ、知恵やアイデアを紹介する。

・課題の深掘りを行い、民間企業等の知恵やアイデアを踏まえた課題解決に向けた方向性などを議論する。

①自治体による説明（現況、
テーマ設定等の趣旨説明）

②他の自治体や民間企業
等による情報の紹介

③課題解決に向けた方向
性などを議論

④複数回、班をシャッフル
しながら議論を発展

⑤自治体側の今後の検討
課題の発表

インフラメンテナンス国民会議 自治体支援フォーラム

ICTツールの導入により遠隔自治体等の参加を実現フォーラムの様子

２自治体
３企業が
遠隔参加
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会員内訳

企業会員
294者

団体会員
74者

行政会員
131者

個人会員
39者

全会員
538者

会員種別 現在
(H29.4.18)

設立時
(H28.11.28)

増加数

企業会員 294 95 199

行政会員 131 73 58

団体会員 74 27 47

個人会員 38 4 35

計 538 199 339

インフラメンテナンス国民会議 参加会員内訳（H29.4.18時点）

No. 都道府県 参加 No. 都道府県 参加 No. 都道府県 参加

1 北海道 ○ 17 石川県 ○ 33 岡山県 ○

2 青森県 ○ 18 福井県 ○ 34 広島県 ○

3 岩手県 ○ 19 山梨県 ○ 35 山口県

4 宮城県 ○ 20 長野県 ○ 36 徳島県 ○

5 秋田県 ○ 21 岐阜県 ○ 37 香川県 ○

6 山形県 ○ 22 静岡県 ○ 38 愛媛県 ○

7 福島県 ○ 23 愛知県 ○ 39 高知県 ○

8 茨城県 ○ 24 三重県 40 福岡県

9 栃木県 25 滋賀県 ○ 41 佐賀県 ○

10 群馬県 26 京都府 ○ 42 長崎県 ○

11 埼玉県 ○ 27 大阪府 ○ 43 熊本県

12 千葉県 ○ 28 兵庫県 ○ 44 大分県 ○

13 東京都 29 奈良県 ○ 45 宮崎県

14 神奈川県 30 和歌山県 ○ 46 鹿児島県

15 新潟県 31 鳥取県 47 沖縄県

16 富山県 32 島根県

都道府県 32/47加入

インフラメンテナンス国民会議 参加会員内訳（H29.4.18時点）
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（背景）

・公共施設等総合管理計画は、平成２８年度末までに策定完了(予定)。

・同計画では、公共施設等の維持管理・更新費用に係る将来の見通しを記載することが

適当であるとされている。

・最近の経済財政諮問会議においても、「自治体ごとの将来にわたるインフラの維持管理・

更新費の見える化を推進すべき」といった議論がある。

・公共施設等の着実なメンテナンスの推進に向けた必要な予算を計画的に措置するため、

将来の公共施設等の維持管理・更新に必要な事業量を把握する必要。

（論点）

・各都道府県・政令市及び県内自治体の公共施設等総合管理計画の策定状況は如何に。

・同計画の策定や、今後の計画的な維持管理・更新にあたっての必要な事業量の算出や

扱い方は如何に。

１．インフラメンテナンスの推進

論点

（背景）

・国土強靱化地域計画は、全４７都道府県が計画策定中、あるいは計画策定済(H29.4.1現在）。

・都道府県や政令市に比べ、市町村の地域計画の策定が伸び悩んでいる。

・また、地域計画策定ガイドラインでは、重要業績指標（KPI）などの数値目標等の設定が

有効であるとされているが、地域計画の着実な推進のためには、事業内容や事業量を

明確にすべき、といった議論もある。

（論点）

・市町村における地域計画の策定を促進する上での課題、必要な取組は如何に。

・地域計画において、全事業名や全体事業量を記載すべきではないか。

２．国土強靱化の推進

論点
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